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                              平成 31 年 3 月規定 

以下の規定に基づき教育実習生の受け入れを決定する。 

 

１．教育実習生受け入れの条件 

１）特別支援学校教員免許の取得を目指している者。 

２）教育職に就くことを目指している者。 

３）学校長・准校長が許可した者。 

４）教育実習期間中に、大学の指導教官等に原則視察していただきます。 

 

２．教育実習の申し込み期間・受け入れ人数 

１）前年度の 4 月 15 日より申し込みの受付を開始する。 

２）受け入れ人数は年間最大 12 名とする。 

  ３）受け入れ人数が定数に達した時点で受付を終了する。 

４）同一大学の受け入れについて、その年度内で最大 3 名までとする。 

 

３．実習時期・実習期間 

１）実習時期は、6 月または 9 月で実施する。 

・6 月第 3 週の 10 日間 

・9 月の授業開始日以降からの 10 日間 

※必ずしも開始の曜日が月曜日からになるとは限らない。 

２）実習期間は、2 週間（10 日間）で実施する。 

 

４．実習決定までの流れ 

１）本校へ電話連絡・来校して面談を行う日の決定。 

２）HP の「教育実習希望者記入用紙」を印刷して記入し、面談の際に持参する。 

  ※持参した資料については、目的以外の使用はいたしません。 

３）学校長・准校長による面談。 

  ・教職に対する強い熱意と児童生徒の指導に必要な学力、コミュニケーション能

力を有すると認めた者について、教育実習を許可する。 

４）受け入れを許可した者は、「大学へ内諾依頼文」の送付を申し出る。 

５）実習日時は決定次第、電話にて連絡を行う（前年度の 3 月頃予定）。 

 

５．その他 

１）受け入れ学部、学級については学校が指定する。 

２）実習年度の実習前に来校していただき、オリエンテーションを実施する。実習中

の服務や実習学級の指導教員と実習学級の状況や授業等について説明を行う。 

※オリエンテーション日時については、実習日時決定の連絡の際に伝えます。 

※事情によりこの日に出席できない場合は、学校から別の日を指定する。 


